
【参考】おでかけウォッチャー利用約款（2025 年 4 月 22 日改定） 

新旧対照表 

 改定前 改定後 

第２条（４） 「アカウント」とは、当会が発行する、本

サービスの利用に必要な ID およびパスワ

ード等の顧客専用のアカウントをいいま

す。 

「アカウント」とは、当会が発行する、本

サービスの利用に必要なユーザー名およ

びパスワード等の顧客専用のアカウント

をいいます。 

第２条（８） （新規追加） 「代表アカウント」とは、当会所定の申込

書を提出のうえ利用できるプレミアムサ

ービスのアカウントをいいます。 

第２条（９） （新規追加） 「追加アカウント」とは、代表アカウント

の顧客より依頼または承諾を受けて追加

で発行する、代表アカウントと同一のデー

タが利用できるプレミアムサービスのア

カウントをいいます。 

第６条 １． 本契約が成立した場合には、当会は顧客に

対し、1 件のアカウントを発行するものと

します。顧客は、個人情報保護およびセキ

ュリティ保持の必要上、アカウントについ

て厳重な管理義務を負うものであり、第三

者にアカウントを譲渡、貸与または開示等

してはならないものとします。ただし、顧

客が事務処理の必要性等から、アカウント

を自己の業務委託先等の第三者に使用さ

せる場合には、本条項と同等の義務を当該

業務委託先等に負わせるものとし、当該業

務委託先等の第三者等による義務違反は、

顧客の本約款上の義務違反とみなすもの

とします。 

本契約が成立した場合には、当会は顧客に

対し、1 件のアカウントを発行するものと

します。顧客は、個人情報保護およびセキ

ュリティ保持の必要上、アカウントについ

て厳重な管理義務を負うものであり、第三

者にアカウントを譲渡、貸与または開示等

してはならないものとします。 

第６条 ２． （新規追加） 代表アカウントの顧客は、有償にて追加ア

カウントの発行ができるものとします。追

加アカウントを発行できる範囲としては、

提供サービスおよび顧客の区分に応じて、

次の各号のとおり定めます。ただし、いず

れの場合も、代表アカウントの顧客が承諾

した組織に限ります。なお、追加アカウン



ト発行先の顧客による義務違反は、代表ア

カウントの顧客の本約款上の義務違反と

みなすものとします。 

（１） 自治体、観光協会、DMO がプレ

ミアムサービス（国内版）を代表アカウン

トの顧客として契約した場合の範囲は、顧

客の所属する組織内、外郭団体、基礎自治

体および基礎自治体の観光協会、DMO（基

礎自治体は代表アカウントの顧客の所属

する都道府県内に限ります。）とします。

また、DMO が代表アカウントの顧客であ

る場合は、「観光地域づくり法人形成･確立

計画」の「マネジメント・マーケティング

対象とする区域」に含まれる都道府県、基

礎自治体および基礎自治体の観光協会、

DMO を範囲に含みます。 

（２） 民間企業、その他団体がプレミ

アムサービス（国内版）を代表アカウント

の顧客として契約した場合の範囲は、顧客

の所属する組織内他部署、関連会社としま

す。 

（３） 自治体、観光協会、DMO がプレ

ミアムサービス（訪日版）を代表アカウン

トの顧客として契約した場合の範囲は、顧

客の所属する組織内、外郭団体、基礎自治

体および基礎自治体の観光協会、DMO（基

礎自治体は代表アカウントの顧客の所属

する都道府県内に限ります。）とします。

また、DMO が代表アカウントの顧客であ

る場合は、「観光地域づくり法人形成･確立

計画」の「マネジメント・マーケティング

対象とする区域」に含まれる基礎自治体お

よび基礎自治体の観光協会、DMO を範囲

に含みます。 

（４） 民間企業、その他団体がプレミ

アムサービス（訪日版）を代表アカウント



の顧客として契約した場合の範囲は、顧客

の所属する組織内他部署、関連会社としま

す。 

（５） その他、顧客の業務委託先など、

前号までに該当しない組織への発行を希

望する場合は、当会へ事前に連絡をし承諾

を得るものとします。 

第６条 ２．～

５． 

通し番号の修正 通し番号の修正 

第７条 １． 顧客は、一部データを除き、当会が別途定

める対象地点情報の登録権者またはプレ

ミアムサービスの契約者である場合に限

り、当会が定める方法によりモニタリング

画面に各種データを表示させる対象地点

の登録を申し込むことができます。当会は

顧客より所定の手続きで申込みがあった

対象地点情報をもとに各種データを作成

し、モニタリング画面を通じて顧客に提供

します。 

プレミアムサービス（国内版）を契約する

代表アカウントの顧客は、一部データを除

き、当会が定める方法によりモニタリング

画面に各種データを表示させる対象地点

の登録を申し込むことができます。当会は

顧客より所定の手続きで申込みがあった

対象地点情報をもとに各種データを作成

し、モニタリング画面を通じて顧客に提供

します。 

第 11 条 （２） 顧客は、本サービスを通じて提供された各

種データを、自己のマーケティング活動の

ためにのみに利用するものとし、有償・無

償を問わず第三者に譲渡、貸与、利用許諾

その他一切の提供（閲覧に供する行為を含

みます。）をしてはならないものとします。 

顧客は、本サービスを通じて提供された各

種データを、自己のマーケティング活動の

ためにのみに利用するものとし、当会が事

前に書面にて承諾した場合を除き、有償・

無償を問わず第三者に譲渡、貸与、利用許

諾その他一切の提供（閲覧に供する行為を

含みます。）をしてはならないものとしま

す。 

第 17 条 顧客は、本サービスを通じて提供を受けた

各種データその他本サービスの利用を通

じて知りうる当会の一般に公開していな

い情報（本サービスに関する情報、仕組み、

ノウハウ、プログラムソース等を含みます

が、これらに限られません。）の一切を第三

者へ開示、漏洩してはならないものとしま

す。 

顧客は、第 11 条 （顧客の義務）にて承諾

した範囲を除き、本サービスを通じて提供

を受けた各種データその他本サービスの

利用を通じて知りうる当会の一般に公開

していない情報（本サービスに関する情

報、仕組み、ノウハウ、プログラムソース

等を含みますが、これらに限られません。）

の一切を第三者へ開示、漏洩してはならな

いものとします。 



第 19 条 ３． 顧客は、自己の責任により本サービスを利

用し、マーケティング等の活動を実施する

ものとし、当会は顧客の本サービスの利用

から生じる損害に関し、当会の故意または

重大な過失による損害であることが明白

な場合を除き、何らの責任も負わないもの

とします。なお、当会が責任を負う場合で

あっても、かかる責任は、直接かつ通常の

損害の範囲に限られ、かつ顧客が本契約に

基づき過去 1 年間（当該損害発生時を起算

点とします。）において当会に支払済みの

利用料を上限とします。 

顧客は、自己の責任により本サービスを利

用し、マーケティング等の活動を実施する

ものとし、当会は顧客の本サービスやデー

タの利用から生じる損害に関し、当会の故

意または重大な過失による損害であるこ

とが明白な場合を除き、何らの責任も負わ

ないものとします。なお、当会が責任を負

う場合であっても、かかる責任は、直接か

つ通常の損害の範囲に限られ、かつ顧客が

本契約に基づき過去 1 年間（当該損害発生

時を起算点とします。）において当会に支

払済みの利用料を上限とします。 

 


